
令和４年５月１３日 

保健厚生部・教頭 

 

生徒及び教職員がＰＣＲ検査を受けることとなった場合の学校の対応 

 

【 対応の流れ・手順 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※① 陰性の場合の登校までの待機期間については、保健所からの指示になります。 

日数は、最終接触日を０日目として７日間（８日目解除）が原則の自宅待機期間です。 

ただし、４日目及び５日目に抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、 

６日目解除となります。 

生徒・教職員本人がＰＣＲ検査を受ける場合、同居家族が陽性判定を受けた場合 

対象者は 

自宅待機 

検査結果 

の判定 

【生徒・生徒家族の場合】担任、学年主任は聞き取り 

※ 職員・職員家族の場合は教頭への連絡 

陽 

性 

の 

場 

合 

担任はグーグルフォームへ入力 

担任、学年主任は教頭へ連絡 

陰性 

陽性 
判定 

登校 

※① 

教頭は校長、保健厚生部へ連絡 

教頭は報告 
書を作成 

管理職・保健厚生部で陽性者情報を共有し、その後の対応を確認 

感染状況 
に応じて 
臨時休業・ 
消毒計画等 
を想定 

高校教育課へ報告 

職員の感染・臨時休業 

陽性者の人数・状況等 

・生徒の健康観察 

・心のケア 

・学びの保証 

保健所・学校医と連携 

臨時休業の場合の対応 

休業クラスの消毒実施 

管理職 
保健厚生部 
・教頭 

職員 
全体 


